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新座市では経済的理由により、教育の機会が失われないように、学用品費な

どの一部を支給する就学援助制度があります。 

なお、支給には、所得等の審査があります。 

 

１ 支給の対象となる方                   
新座市に住民登録があり、公立小・中学校に在学する児童生徒の保護者 

で、以下のいずれかに該当する方  

➢ 世帯全員の令和７年分（ 令 和 ７ 年 １ 月 １ 日 ～ １ ２ 月 ３ １ 日 ）の合計所得金

額の合計が、新座市教育委員会が定める認定基準金額を下回る方 
未 申 告 等 で 所 得 が 確 認 で き な い １ ６ 歳 以 上（ 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 現 在 ）の 世 帯 員 が い る 場

合 に は 、「 否 認 定 」 と な り ま す の で 、 ご 注 意 く だ さ い 。  

➢ 児童扶養手当の支給を受けている方 
※  生 活 保 護 受 給 中 の 方 は 、 医 療 費 及 び 修 学 旅 行 費 の み 対 象 と な り 申 請 不 要 で す 。  

※  上 記 以 外 の 事 由（ 生 活 保 護 の 停 止 又 は 廃 止 、市 民 税 の 非 課 税 又 は 減 免 、国 民 年 金 保 険

料 の 減 免 、 国 民 健 康 保 険 税 の 減 免 又 は 徴 収 の 猶 予 の い ず れ か の 措 置 を 受 け て い る 。） で

の 審 査 を 希 望 す る 方 は 学 務 課 へ お 問 合 わ せ く だ さ い 。  

２ 認定基準金額の目安                   

就学援助制度における所得とは、給与収入の場合は源泉徴収票の「給与所

得控除後の金額」欄に記載された金額、事業収入の場合は総収入金額から必

要経費を差し引いた金額です。 

世 帯 人 数  
家 族 構 成 例  

（ 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 現 在 ）  

認 定 基 準 金 額  

持 ち 家  借 家  

２ 人  父 ４ ０ 歳 、 子 ６ 歳  １ ８ ５ 万 円  ２ ８ ２ 万 円  

３ 人  母 ４ ０ 歳 、 子 １ ２ 歳 ・ ６ 歳  ２ ６ ２ 万 円  ３ ５ ９ 万 円  

４ 人  父 ４ ０ 歳 、 母 ４ ０ 歳 、 子 １ ２ 歳 ・ ６ 歳  ３ ２ ５ 万 円  ４ ２ ２ 万 円  

５ 人  
父 ４ ０ 歳 、 母 ４ ０ 歳 、  

子 １ ４ 歳 ・ １ ２ 歳 ・ ６ 歳  
３ ９ ５ 万 円  ４ ９ ２ 万 円  

※  あ く ま で 目 安 で す 。年 齢 、家 族 構 成 等 に よ り 、認 定 基 準 金 額 は 大 き く 異 な り ま す 。認

定 基 準 金 額 を 事 前 に 窓 口 や 電 話 等 で 回 答 す る こ と は で き ま せ ん 。  

【 同一 世 帯 （同 一 生 計 ）と み な し、 世 帯 人 数に 含 ま れる 方 】  

・  住 民 票 上、 同 じ 世 帯員 の 方  

・  住 民 票 上、 別 世 帯 だが 同 じ 家に 住 ん で いる 方  

・  別 居 の 申請 者 の 配 偶者 や 、 生計 を 一 に して い る 方  
※  同 一 生 計 の 例  

・  住 民 票 上 別 世 帯 だ が 、 同 じ 家 に 住 ん で い る 親 族 、 同 居 人  

・  単 身 赴 任 中 の 配 偶 者  

・  自 身 で 生 計 を 維 持 し て い な い 一 人 暮 ら し 中 の 大 学 生 の 子  

・  税 金 の 申 告 で 扶 養 親 族 と し て 申 告 し て い る 方 と そ の 扶 養 親 族  

・  税 務 署 に 専 従 者 と し て 届 け 出 を し て い る 家 族 と そ の 事 業 主  

※  二 世 帯 住 宅 や 離 婚 協 議 中 の 別 居 等 、一 部 の ご 家 族 を 別 生 計 と し て 審 査 を 希 望 す る 場  

合 は 別 途 申 し 立 て が 必 要 で す 。  

３ スケジュール                      
審査結果は６月末に通知します。当初（４月）認定の場合、４月分から 

遡って対象経費をお支払いします。  
 
 

４月 ５月  ６月  ７月  ８月～  

     

 

当初(4 月)認定の申請は 
4 月 30 日(木)まで 
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４ 令和７年度の支給額（年額）               

費 目は 一 部 です 。 本 年 度の 支 給 金額 は 変 更 とな る 場 合が あ り ま す。  

詳 細は 市 ホ ーム ペ ー ジ で確 認 し てく だ さ い 。  

※  新 入 学 児童 生 徒 学 用品 費 は 、当初（ ４ 月 ）認定 の み 対象 と な りま す 。ま た 、入

学 前に 支 給 を受 け た 方 の支 給 は あり ま せ ん 。  

５ 申請方法等                       

電子申請で受け付けます。２４時間申請可能、来庁不要です。申請の際は、

市ホームページをよく読み、電子申請サイトから申請してください。 

➢ 申請必要書類  
  口 座 情 報の わ か る 画像 デ ー タ（ 通 帳 、 キャ ッ シ ュカ ー ド の 写し ）  

➢  添付書類が必要な方 
◎児 童 扶 養 手 当 の 支給 を 受 け て い る方  

  令 和 ７ 年度 児 童 扶 養手 当 証 書  

◎借 家 に お 住 ま い の方 （ 審 査 に 賃 料の 考慮 を 希 望 す る 場合 ）  

  賃 貸 契 約書 の 写 真 等（ 申請 時 点 で契 約 期 間内 で あ り、同一 生 計 であ る 者 が契 約

者 であ る こ と及 び 賃 料 の金 額 が わか る も の ）  

◎令 和 ８ 年 １ 月 ２ 日以 降 に 新 座 市 に転 入し た 方  

  令 和 ８ 年度 所 得 ・ 課税 （ 非 課税 ） 証 明 書  

※ 証 明 書 は 令 和 ８ 年 １ 月 １ 日 に 住 民 登 録 が あ っ た 自 治 体 に お 問 い 合 わ せ く だ

さ い。 世 帯 全員 分 （ １ ６歳 以 上 ）の 証 明 書 が必 要 で す。  

【当初（４月）申請締切日】 

令和８年４月３０日（木）  

【電子申請をする環境がない場合】  

学務課窓口へお問合せください。  

 

 

 

６ 注意事項                         

⑴ 就学援助制度は学校の集金が免除になる制度ではありません。学校の集

金には必ず応じるようお願いします。  

⑵  認定になった場合、振込は申請者（保護者）口座のほか、学校へ直接支

払う場合があります。 

⑶  集金（口座引き落とし）の内容については、学校へお問合せください。 

⑷  ５月以降も申請は随時受け付けていますが、認定になった場合は認定月

からの支給です。  

 

費 目  

支 給 金 額  

小 学 校  中 学 校  

１ 年  ２ ～ ６ 年  １ 年  ２ ～ ３ 年  

学 用 品 費 等  11,630 円  13,900 円  22,730 円  25,000 円  

学 校 給 食 食 材 費  実 費 額  実 費 額  

校 外 活 動 費  上 限 1,600 円  上 限 2,310 円  

新 入 生 学 用 品 費 ※  57,060 円  ―  63,000 円  ―  

林 間 学 校 費  
支 給 対 象 外 経 費 を 除 く 額  

※ 該 当 学 年 の み  

修 学 旅 行 費  
支 給 対 象 外 経 費 を 除 く 額  

※ 該 当 学 年 の み  

【 市 ホームページ】   

ⓒ新 座 市 2 0 1 0  

【 電 子 申 請 フォーム】  
 新 座 市  就 学 援 助      検 索  


